
最高裁秘書第1737号
し

令和4年6月7日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

令和3年9月3日付け（同月6日受付、第030495号）で申出のありました

司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知しま

す。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

「法整備支援関連出張者一覧」 と題する文書（両面で2枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には、個人識別情報(氏名等）及び公にすることにより渉外事務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており、 これらの情報は､

行政機関情報公開法第5条第1号及び第6号に定める不開示情報に相当すること

から、 これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話(）3 （4233） 5240 （直通）



法整備支援関連出張者一覧

｜ 年 ｜派遣先国| 官職・氏名 |派遣期間｜派遣時期’ 備 考派遣目的

平成9年度

短期1人

東京地裁判事

広谷章雄

民事執行法の現地セミ
ナー講師

ﾍﾞ トナム 8日間 H9.9

平成1 1年度 ﾍﾞ トナム 司法研修所付

柴田義明

ﾍﾞ ﾄﾅﾑ法整備支援ﾌｪｰｽﾞ2
事前調査団に参加

1週間 H1 1 ．8

ｶﾝﾎﾞｼ‘ァ 横浜地裁判事
南敏文

民法起草関連ｾﾐﾅｰ講師 1週間 H11､8

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 東京地裁判事
古閑裕二

経済制度ｾﾐﾅｰ講師 1週間 H11. 10

ﾍﾞ トナム 最高裁秘書課付
竹内努

法整備支援計画調査団参
加

12日間 H1 1 ． 1 1

ﾍﾞ トナム 東京地裁判事補
内堀宏達

民事訴訟法ｾﾐﾅｰ講師 1週間 H122

ﾍﾞ トナム 東京地裁判事
古閑裕二

倒産法ｾﾐﾅｰ講師 10日間 H12.3

短期6人

平成12年度 ﾍﾞ トナム 東京地裁判事

古閑裕二．

倒産法ｾﾐﾅｰ講師 1 1日間 H12.6

ﾍﾞ トナム 最高裁行政局付
中平腱、 ，

知的財産権ｾﾐﾅｰ講師 1週間 H12.8

東京地裁判事補

内堀宏達

民事執行法ｾﾐﾅｰ講師ﾍﾞ トナム 8日間 H12. 1 1

ﾍﾞ トナム 最高裁秘書課付

鈴木謙也

法整備支援計画調査団参
加

6日間 H13.2

短期4人

平成13年度 ﾍﾞ トナム (検事
竹内努）

JICA長期専門家 1年3か月 －４
６

３
４

１
１
Ｈ
Ｈ

ﾍﾞ トナム 東京地裁判事補

内田義厚

民事執行法ｾﾐﾅｰ講師 9日間 H13.9

ﾍﾞ トナム 最高裁民事局付
杉浦正樹

国際司法共助ｾﾐﾅｰ講師 1週間 H13. 1 1

最高裁秘書課付

鈴木謙也

法整備支援計画調査団参
加 ．

ﾍﾞ トナム 6日間 H14. 1長期1人

短期3人

平成14年度 (検事

杉浦正樹）

ﾍﾞ トナム JICA長期専門家 1年9か月 －６
３

４
６

１
１
Ｈ
Ｈ

ｶﾝﾎﾞｼ．7 東京地裁半ll事

南敏文

民法起草関連ｾﾐﾅｰ講師 1週間 H14.7

ﾍﾞ トナム 東京地裁判事補

竹内努

法整備支援ﾌｪｰｽﾞ3事前
評価調査団に参加

5日間 H15. 1 一般職1名同行

最高裁秘書課係長

長谷川哲也

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 最高裁秘書課参事
官

手嶋あさみ

最高裁刑事局付
松本圭史

要請背景調査「司法改革
支援」調査団に参加

H15. 1 一般職1名同行

東京地裁民事訟廷

副管理官

大塚隆男

10日間

長期1人

短期6人
(内一般職2）

平成15年度 ﾍﾞトナム 司研教官

加藤新太郎

法整備支援ﾌｪｰｽﾞ3 （判
例強化）に参加

6日間 H15. 12

（長期1人

継続派遣中）

短期3人

(内一般職1）

名古屋地裁判事

榊原信次

ﾍﾞ トナム 現地長期専門家との打合

せ及び司法事情研究
一般職1名同行

最高裁秘書課主任

秋本隆二

8日間 H16.3

平成16年度 大阪地裁判事補
宮崎謙

ﾍﾞ トナム 現地ｾﾐﾅｰに参加 10日間 H16.5

ﾍﾞ トナム (検事

榊原信次）
JICA長期専門家 1年 －５

５
６
７

１
１
Ⅱ
Ｈ

長期1人

短期1人

平成17年度 ﾍﾞ トナム 大阪地裁判事補

宮崎謙
現地ｾﾐﾅｰに参加 約10日間 H17.5

ﾍﾞ トナム (検事
國分隆文）

JICA長期専門家 1年10か月 －５
３

７
９

Ｈ
Ｈ

ﾍﾞ トナム 司研教官

加藤学
現地ｾﾐﾅｰに参加 約10日間 H17. 10長期1人

短期2人

平成18年度

短期1人

（長期1人継

続派遣中）

ｶﾝﾎﾞｼ．ァ 東京高裁判事

南敏文
民法施行法現地調査 1週間 H18.8

平成19年度

長期1人

ﾍﾞ トナム (検事

中島朋宏）
JICA長期専門家 1年 －５

４
９
０
１
２
Ｈ
Ｈ

平成20年度

長期1

ﾍﾞ トナム (検事

中島朋宏）
JICA長期専門家

期間延長 |桃～



平成21年度 ﾍﾞ トナム 東京地裁判事補

西村修
法整備支援に関する実情

調査等

8日間 H21 ．3

(検事

西村修）

JICA長期専門家ﾍﾞ トナム 1年 －４
３

１
２
２
２
Ｈ
Ｈ

ｶﾝﾎﾞｼ、7 最高裁秘書課付

岡本暘平
法整備支援に関する実情
調査等

8日間 H21 .2

短期2人

長期1人

平成22年度 (検事

西村修）

ﾍﾞ トナム JICA長期専門家 期間延長

(1年）

－４
３

２
３
２
２
Ｈ
Ｈ

ｶﾝﾎﾞｼ醇ァ (検事

岡本暘平）

JICA長期専門家 1年 －４
３

２
３
２
２
Ｈ
Ｈ

ﾍﾞ トナム さいたま地裁判事
4＋

f用

多々良周作

法整備支援に関する実情

調査等
8日間 H23.3

短期1人

長期2人

平成23年度 ﾍﾞトナム (検事

多々良周作）

JICA長期專門家 1年

(予定）

H23.4~

ｶﾝﾎﾞｼ．ァ (検事

岡本暘平）

JICA長期専門家 期間延長

(1年）

H23.4~

ｶﾝﾎﾞｼゞァ 東京高裁判事

南敏文

民法に関する講義等 1週間 H23.8

ｶﾝﾎﾞｼ、ァ 大阪地裁判事補

高木博巳
法整備支援に関する実情
調査等

8日間 H24. 1

短期2人

長期2人

ﾍﾞ トナム (検事

多々良周作）

JICA長期専門家 期間延長

（1年)‘

H24.4~

平成24年度

ｶﾝﾎﾞｼ零ァ （検事

高木博巳）

JICA長期専門家 1年（予

定）

H24.4~

ｶﾝﾎﾞｼ、ァ （検事

高木博巳）

JICA長期専門家 期間延長

（1年）

H25.4～

平成25年度

ﾍﾞトナム (検事

古庄順）

JICA長期専門家 1年（予

定）

H25.4~

〃

(検事

古庄順）

ﾍﾞ トナム JICA長期専門家 期間延長

（1年）

H25.4~

平成26年度

ｶﾝﾎﾞｼ、ァ (検事

原雅基）

JICA長期専門家 1年（予

定）

H26.4~

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 知財高裁判事

清水節
知的財産権保護強化プロ
ジェクト

4日間 ２
４

・
２

６
１
胆
一

ｶﾝﾎﾞｼ’ァ (検事

原雅基）

JICA長期専門家 期間延長

（1年）

H26.4~

平成27年度

ﾍﾞ トナム (検事

酒井直樹）

JICA長期専門家 1年（予

定）

H27.4~

画
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾝﾄﾞネシア (検事

間明宏充）間明宏充）

J]CA長期専門官 1年（予

定）

1年（予

定）
ﾛ 里

平成28年度

ﾍﾞ トナム (検事

酒井直樹）

JICA長期専門家 期間延長

（ 1年)．

H27.4～

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ (検事

間明宏充）
JICA長期専門官 期間延長

（7か

月）

－２
９

９
９
２
２
Ｈ
Ｈ



JICA長期専門家 1年（予

定）

H29.4~(検事

前田優太）

ｶﾝﾎﾞｼ篭ァ

平成29年度
1年（予

定）

H29.4~JICA長期専門家(検事

鎌田咲子）

ﾍﾞトナム

JICA長期専門官 1年（予

定）

H29. 10~(検事
石神有吾）

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

H29.4~JICA長期専門家 期間延長

（1年）
(検事

前田優太）

ｶﾝﾎﾞｼ．ア

平成30年度
期間延長

（1年）

H29.4～JICA長期専門家 ，(検事

鎌田咲子）

ﾍﾞ トナム

JICA長期専門官 期間延長

（1年）

H29_ 10~ｲﾝﾄ・ネシァ (検事

石神有吾）

1年

（予定）

H31.4~JICA長期専門家ｶﾝﾎﾞｼ．ア (検事
佐々木淑江）

平成31年度
（令和元年

度）

H31．4～JICA長期専門家 1年

（予定）
(検事

長橋正憲）

ﾍﾞ トナム

1年

（予定）

R1 . 10~JICA長期専門家(検事

細井直彰）
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

H31.4~JICA長期専門家 1年

（予定）
(検事

高木晶大）

ﾐｬﾝﾏｰ

期間延長

（1年）
JICA長期専門家 R2.4~(検事

佐々木淑江）

ｶﾝﾎﾞｼ．ア

令和2年度
R3. 1以降後任なし期間延長

（～R2. 12

予定）

R2.4~JICA長期専門家(検事

長橋正憲）

ﾍﾞトナム

R2. 12までの現行プ
ロジェクトが

R3.9.30まで延長

JICA長期専門家 期間延長

（～R3.9

予定）

綱. 10～(検事
細井直彰）

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

I

期間延長

（1年）

R2.4~JICA長期専門家(検事

高木晶大）

ﾐｬﾝﾏｰ

R3.2~JICA長期専門家 1年

(予定）
(検事

金納達昭）

ｶﾝﾎﾞ‘ｼ．ア

令和3年度
R2. 12までの現行プ

ロジェクトが

R3.9.30まで延長

10月に後任（西尾

教官）着任予定

期間延長

（～R3.9

予定）

R2. 10~JICA長期専門家(検事

細井直彰）

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

1 1 1

R3.7.25 インドネ

シァでのコロナ感

染拡大に伴い一時

帰国再渡航の予

定なし。
． ’



ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ R3. 10~

(検事

西尾信員） JICA長期専門家予定("| '(孝定）法総研教官）

/


